
【公報種別】意匠公報の訂正
【発行日】令和７年１０月３０日（２０２５．１０．３０）

【登録番号】意匠登録第１８１０８９８号（Ｄ１８１０８９８）
【掲載公報発行日】令和７年１０月２０日（２０２５．１０．２０）
【年通号数】登録公報（意匠）２０２５－１９４

【意匠分類】Ｅ３－０１１
【出願番号】意願２０２５－６６０１（Ｄ２０２５－６６０１）

【訂正の要旨】【権利譲渡・実施許諾】に脱漏があったので以下のとおり訂正する。
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】令和７年１０月２０日（２０２５．１０．２０）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１８１０８９８号（Ｄ１８１０８９８）
（２４）【登録日】令和７年１０月９日（２０２５．１０．９）

（５４）【意匠に係る物品】運動補助器具
（５２）【意匠分類】Ｅ３－０１１
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１５）Ｃｌ．２１－０２

（２１）【出願番号】意願２０２５－６６０１（Ｄ２０２５－６６０１）
（２２）【出願日】令和７年４月１日（２０２５．４．１）
（７２）【創作者】

【氏名】千島　直樹
【住所又は居所】千葉県印西市浦部１６３－５

（７３）【意匠権者】
【識別番号】７２３０１０４２９
【氏名又は名称】千島　直樹

【住所又は居所】千葉県印西市浦部１６３番地５
【新規性喪失の例外の表示】意匠法第４条第２項の適用申請が有りました。
【権利譲渡・実施許諾】意匠権者において、実施許諾の用意がある。

【審査官】江塚　尚弘　　
（５５）【意匠に係る物品の説明】この意匠に係る物品は、柔道衣袖部を模した袋状の織物部とコードチュ
ーブ等の牽引器具と接続するＤリングで構成される、牽引強化を目的とした運動補助器具である。
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